
【医療費明細書作成例】

医療を受けた方 �続柄 �病院・薬局の名称 �支払った医療費 �左記のうち、生命保険や社 会保険で補てんきれる金額 

都留　太郎 �本人 �○○病院 �26，350円 � 

☆☆クリニック �65，500円 �23，000円 

△△薬局 �52，600円 � 

交通費（420円×2（往復）×15日間） �12，600円 � 

都留　花子 �妻 �○○病院 �5，800円 � 

△△薬局 �13，400円 � 

合　計 ���176，250円 �23，000円 

※通院のための交通費は原則、バス・電車などの公共交通機関のみが対象となります。
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平
成
2
3
年
1
月
1
日
現
在
市
内
に
住

所
の
あ
る
方
で
、
次
に
該
当
す
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す
。

臆
事
業
所
得
（
営
業
、
農
業
な
ど
）
、
不

動
産
所
得
（
借
地
料
、
家
賃
な
ど
）
、

雑
所
得
が
あ
っ
た
方

漢
給
与
所
得
（
ア
ル
バ
イ
ト
代
や
専
従

者
給
与
も
含
み
ま
す
）
が
あ
っ
た
方

で
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

・
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
を
い
方

・
平
成
2
2
年
中
に
退
職
し
、
再
就
職
し

て
い
な
い
方

・
給
与
以
外
に
所
得
の
あ
る
方
（
2
0
万

円
以
下
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
必
要
の
な
い
方
も
住
民
税
の
申
告

は
必
要
に
な
り
ま
す
）

・
2
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
方

喜
市
外
在
住
者
の
税
法
上
の
被
扶
養
者

に
な
っ
て
い
る
方

漢
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

（
年
間
1
0
万
円
以
上
、
あ
る
い
は
所

得
金
額
の
5
％
以
上
の
医
療
費
の
支

払
い
が
あ
る
方
）

■
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

■
初
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
る
方

※
収
入
が
な
い
方
や
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
の
み
の
方
も
申
告
が
必
要
で

す
。
、
と
の
場
合
は
、
お
電
話
で
も
結

構
で
す
。
一

※
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

所
得
の
状
況
に
よ
り
保
険
税
（
料
）
の

軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
申
告
し
て
い
な
い
と
、
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
介
護
保
険
に
つ
い
て
も
高
い
所

得
段
階
で
の
保
険
料
と
な
り
ま
す
。

事
前
に
領
収
書
を
集
計
し
、
明
細
書

を
作
成
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
（
左
表
の

作
成
例
を
ご
参
考
く
だ
さ
い
）
。

住
民
、
税
の
住
宅
借
入
金
ふ
寺

特
別
税
額
控
除

高
麗
懸
頸
露
選

書
平
成
2
2
年
中
の
所
得
の
分
か
る
も
の

・
給
与
、
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

・
給
与
明
細
書
ま
た
は
事
業
主
の
証
明
書

・
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
な
ど
ば
収

支
内
訳
書
な
ど

臆
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・

個
人
年
金
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な

ど
の
支
払
証
明
書

※
社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け
る

場
合
は
、
日
本
年
金
機
構
が
発
行
す

る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」

臆
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、

医
療
費
の
領
収
書
、
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
も
の

臆
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

は
、
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た

は
証
明
善

書
勤
労
学
生
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

は
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
善

書
所
得
税
還
付
申
告
を
受
け
る
方
は
、
本

人
の
通
帳
で
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

■
印
鑑

平
成
H
年
か
ら
1
8
年
ま
で
の
間
に
入

居
し
た
方
で
、
税
源
移
譲
に
伴
い
、
所
得

税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
額
が
あ
る
方
は
、
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
額
を
個
人
住
民
税
か
ら
控
除
す

る
経
過
処
置
が
あ
り
ま
す
（
申
告
不
要
、

左
図
参
照
）
。

※
平
成
Ⅱ
年
か
ら
1
8
年
ま
で
の
間
に
入

居
し
た
方
で
、
山
林
所
得
、
退
職
所
得

を
有
す
る
方
、
所
得
税
に
平
均
課
税

を
行
っ
て
い
る
方
は
、
異
な
る
控
除
額

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
控

除
の
適
用
に
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

平
成
2
1
年
か
ら
2
5
年
ま
で
の
間
に
入

居
し
た
方
に
つ
い
て
所
得
税
か
ら
控
除

し
き
れ
な
か
っ
た
控
除
額
を
翌
年
度
分

の
個
人
住
民
税
か
ら
控
除
す
る
新
た
な

制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
（
申
告
不
要
）
。


